
厚木市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）の概要 
 

１ 趣旨 

  国民健康保険法等の一部改正に伴い、退職者医療制度を廃止するほか、所要の

措置を講ずるため、厚木市国民健康保険条例の一部を改正します。 

 

２ 条例改正の概要 

  いずれの改正も法等に基づき、全国一律で改められる事項です。 

  退職者医療制度の廃止に伴い、制度に関する規定（厚木市国民健康保険条例第

15条の２～第15条の５の２、第15条の７の７～第15条の７の11）を削除するほか、

文言の整理を行います。 

 

３ 条例改正の内容 

退職者医療制度については、平成20年度に前期高齢者医療制度の創設に伴い廃

止となり、廃止後も経過措置が設けられていましたが、令和６年４月から制度が

廃止されることに伴い、国民健康保険法等が改正されるため、厚木市国民健康保

険条例の一部を改正するものです。 

 

４ 施行日 

  令和６年４月１日 

  なお、厚木市議会への提案時期は、改正政令の公布時期とします。 

 

５ 市民参加手続 

  厚木市市民参加条例第６条第７項第３号（法令で実施基準を規定）に該当する 

 ため実施しません。 
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